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は
じ
七
効
J

品川町出恨んで

あ ｛＋；、
ゐiに
ロ j!j

：た
業}.,, , 
古令
卜川人

自I
h主
と

同,, 
此士＂＇R又
－＂~ 

iL 
ナラ

ノハ

的
年
;i1 
杭
l弘；
合、

川
の
む
会
開
市
注
yu
出
を

こ
の
方
式
を
J州
市

l
て
い
，
G
J

I I 
つ

一
品
る
い
は
λ

付
わ
な
ハ
）

権
問
析
を
連
邦
一
読
ん
口
氏
v

違
法
に
P
R
主
干
る
l
k
ぃ
、
っ
却
象
を
も
か
一
れ
や
す
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
c

連
邦
l
l
川
川
大
管
シ
ス
7

ム

アメリプ7Cl；に烹探訪仏：：再三Jこお十する連去じいての役剤（ ） 

浸
店
長
会
が
、

州
民
カ
渋
沢
限
定
め
る
べ
き
基
ギ
ル
訪
日
、

そ
れ
を
前
た
し
た
州
に

｛
せ
の
財
政
緑
川
L
U
ど
れ
ス
ー
こ
と
で

ぞ
だ
レ
小
F

2γ
涜
た
〕
た
付
失
茶
保
険
止
を
制
定
す
る
イ
ン
七
九
／
ア
ィ
つ
〆
を
と
J

え
る
ん
法
む
あ
る
凶
家
全
体
♂
均
的
な
保
設
を
い
7
え
る
こ

h
は

必
低
限
定
め
hu

ベ
ぇ
基
準
」

内
町
民
に
も
よ
る
～
か
、
同
町
叩
iρ
完
全
川
門
均
一
ご
f
人一
T

ム
に
比
べ
。
シ
日
間
保
で
あ
る
？
？
プ
門
川
、
〕
な
が
っ
、

迂
邦
政
府
ば
刊
の
山
ふ
位
を
内
宮
7

〆
合
一
が
ム
制
中
市

fr－d
対
比
す
る
一
L
1
／
が
で
き
る
v

財
政
援
引
の
店
法
と

L
て
は
術
劫
λ

告
の
ヱ
給
あ
る
い

は
明
治
ェ
除
イ
、
ノ
心
、
／
一
ブ
ノ
プ
の
付
与
が
、
ー
以
低
限
定
め
る
パ
え
一
試
曜
L

｝
立
担
ハ
リ
・

1
J
i
l
l
p
 

の
最
低
す
一
注
ー
ち
る
い
は
受
給
権
保
訟
の
理

定
を
定
め
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
き
え
ら
れ
て
き
ム
叱
～

げ
市
二
点
刷

半ノ一
h
年
引
会
保
障
J
い
の
山
、
止
｜
｜
直
＋
f
J

叶
リ
ピ
川
下
ン
ス
子

ω
の
は
じ
ま
り

IL 

ノ、,, 
）レ

の
広
町
村

九
二
九
A
1
じ
い
に
発
黒
し
た
大
此
u
u
K
は
大
臣
の
失
業
者
千
へ
九
生
さ
せ
、

九
一
＝
一
正
十
日
は
ル
十
八
業
古
ー
が

一九パ

l
七
〆
〉
に
ま
↑
J

さ
し

た
、
こ
の
よ
う
な
状
川
下
で
円
全

月
に
た
統
治
に
就
任
し
れ
ド
・
ル
ー
ズ
必
ル
ト
ー
が
い

軒
町
山
三

f
l
一
ア
，
ー
ル
と
［
て
緊
急
失
茶
救

阪人；L吊JG2 (S 2:\!l'• 18行只にお：:1. 3 
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湾
、
公
サ
八
手
議
手
当
じ
た
一
周
目
の
拡
た
子
は
か
ワ
た

ル
ャ
ズ
ベ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
主

時
的
救
治
・
ぷ
興
の
み
な
ら
ず

？）

h
J
レ

恒
久
的
な
刻
一
段
の
剖
設
を
も
配
当
J

て
い
ヘ
J

ゴ
桐

ル
l
ヲ
ヘ
ベ
ル
ト
が
九
一
一
回
記
六
戸
一
八
じ
い
辿
刊
刊
誌
去
に
山
Y
U
〕
た
い
わ
ゆ
る
計
ム
ぷ
保
障
数
存
に
は
、

山
内
内
工
う
な
口
葉
が
あ
る

「
次
の
冬
に
は
、
均
一
々
は
山
氏
、
こ
一
で
の
京
町
院
に
刈
し
、

日
引
会
保
険
を
過
じ
た
安
ん
保
障
の
拡
充
と
い
っ
重
に
な
行
1

片
手
一
言
返
し
て
い
る

こ
と
ず
し
よ
う
一
私
は
ロ
ハ
常
で
起
こ
る
多
＼
の
且
γ

へ
な
危
険
凶
f
ー
ー
と
ハ
リ
わ
け
多
吟
2
失
業
ー
ー
に
吋
し
と
も
か
く
も
川
市
恰
川
を
抗

町山ハ
L
G
F

る
と
め
に
牒
め
る
こ
と
が
で
み
／
。

l
分
な
方
法
を
汗
h
l
tめ
て
い
ま
す
じ

r~. 

え
F
川
ー
と
連
邦
ぱ
凶
川
の
間
二
μ
最
大
限
り
協
力

が
必
思
C
Jめ
る
と
bmじ
て
い
J
T
士
ヲ
」

ず
な
わ
ち
大
統
領
l
f
l
て
は
、
老
齢
l
L
小六いみの

η
ス
ク
に
対
し
引
会
保
晴
、
万
六
を
引
い
九
一
川
い
に
～

え
提
供
す
べ
主
で
：
ぬ
る
L
Y

考
え
C
お
り
、
そ
し
て
そ
の
方
法
市
↑
つ
い
て
は
、
迫
邦

州
ハ
ベ
H

ン
ス
ア
ム
を
主
I

荒
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る

仙
川
カ
み
邦
直
拡
れ
で
は
な
く
什
に
制
度
実
弘
山
を
行
わ
ル
リ
る
こ
と
を
薦
め
た
埋
山
ド
ー
は
、

の
実
肢
を
行
う
よ

η

川
に
実
山
抽
出
子
一
行
わ
せ
と
は
入
、
か
y
V
八
役

L
h
一
場
合
f

双
命
的
！
円
な
ら
な
い
た
め
制
学
右
前
注
さ
せ
や
j
いト
y

い
う
上
や
、

っ
と
ほ
、
♂
が
い
回
民
に
と
〉
て
制
交
今
問
解
｝
ν

干
す
い
に
い
っ
た
与
、
ん
い
i
め
〆
ム
ー

問
い
叫
に
近
い
2

汀
r
E

連
邦

州
H
八
管
ン
ス
デ
ム
い
H
E
び
税
打
J

除
万
パ
の
お
陀

六
七
、
人
統
新
告
に
づ
っ
て
経
治
深
院
に
珂
速
す
る
刊
訟
を
課
企
す
る
た
め
の
経
杉
山
市
深
防
委

ル
l
ヲ
ヘ
ベ
ル
ト
は
九
一
一
回
記
六
戸
一

員
会
（
〔
J
2
5
2
J
H
A
2
0
2
F
c
p
d
E
n
T↑
2
2才
，

C
R
5）
を
創
設
し
、
一
間
論
5
せ
た
の

て
は
ま
ず
、
本
苧
市

一
節
二
ご
池
べ
ん
よ
う
な
連
邦
昨
斡
・
ん
打
均
一
シ
人
ア
ム

一
刀
法
品
川
会
堂
、
ン
人
一
ア
ム
を
挟
川
ず
る
カ
と
U

が
行
わ
れ
た
f

最
終
的
ト
は
連
邦
川
共
雪
シ
ス
ア
ム
が
泉
川
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
運
邦
直
栴
へ
で
阿
ん
シ
ス
ザ
ム
に
止
、
〈

れ
ば
州
川
隆
μ
T
I
円
の
疑
い
が
点
か
と
い
う
舛
闘
の
み
な
ら
ず
、

C
日
5
の川市
uUT古
の
叶
一
日
川
汚
d

よ
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
い
お
い
て
失

IS66三IiI 'I. 3〕rn~ ；，戸市j 位（62''0' 



業
保
険
引

の
基
川
ゃ
い
か
な
る
も
の
に
す
る
か
議
品
が
注
記
す
ゐ
ば
か
り
で
あ
る
と
デ
か
、
f
l

ほ
と
ん
こ
な
く
、
拠
出

「
ム
／
の
段
階
で
は
と
に
か
j

、
州
じ
実
践
を
沼

L
Cよ
り
よ
い
ん
法
全
校
涼
さ
せ
る
べ
主
で
あ
る
と
い
う
配
一
亨
が
偽
い
と
戸
と
が
わ
か

ば
什
J
U
m
対
リ
バ
ド
必
要
な
ζ

こ
ろ
一
は
、
川
辺
村
議
会
が
最
低
主
準
を
設
定
す
る
こ
三
P
I
－
能
で
あ
る
こ

L
た
J

ま

た
、
速
↓
山
由
松
・
〈
エ
同
一
均
、
シ
ス
ア
ム
で
は
辿
お
い
主
ム
叫
埠
削
叫
が
」
一
氾
度
に
わ
た
る
と
い
っ
佐
世
い
が
あ
り
、

る

乙て
1
μ
γ
＼

改
正
七
行
H
析
で
仕
く
ン
ス
一
フ

1、

そ
し
し
、
連
邦
の
川
市
た
3
べ

〆ノ：、

♂〉

一占
d

に
J

山川、トノれ七
U

川
の
立
法
を
山
川
古
」
一
一
ヲ

干
す
い
と
い
下
つ
事
山
ふ
r

ら
あ
っ
た

る
川
間
競
予
リ
格
L
V
の

U

比
一
場
川
の
音
、
任
は
村
一
日

こ
と
、
似
川
者
か
ら
作
恨
め
ら
れ
た
基
合
や
枯
渇
さ
せ
な
い
よ
、
つ
送
用
総
持
す
る
こ
と
、
制

ら
、
官
印
刷
出
に
山
内
ハ
一
也
党
品

1
7
ω

尚
昆
の
解
決
に
協
刀
す
る
こ
と
で
あ
る

アメリプ7Cl；に烹探訪仏：：再三Jこお十する連去じいての役剤（ ） 

そ
の
関
与
の
ん
い
と
し
て
は
、
使
用
i
白
か
ら
庄
町
税
を
徴
収
し
、

山旦邦

州
共
管
一
J

ス
ア
ム
を
採
川
す
ツ
ら
と
し
て
、

｛

ιの
U
九
？
《
3
i

2γ
涜
た
〕
た
欠
長
以
険
制
υ之
仁
美
拾
い
た
刊
に
対
U
P土
政
費
用
三
倒
防
へ
ム
と
）
て
え
払
う
柿
助
金
ん
式
と
、

山
川
半
日
か
h

り
連
邦
悦
忠
一
徴

川
机
十
つ
る
が

定
的
基
準
J

を
満
た

υ
た
州
訟
を
有
ト
ヲ
る
州
に
拠
出
を
ノ
つ
っ
た
使
用
者
は
連
邦
悦
の
位
除
を
ミ
げ
ら
れ
る
L
Y

い
う
税
控
除

方
ょ
が
与
え
ら
れ
人
／
υ

補
別
会
わ
H
J

式
は
一
口
＼
泊
、
り
月
い
ら
れ
て
主
人
ノ
ト
ハ
川
以
て
も
ふ
り
、

対
幹
除
ト
ハ
υ
式
に
比
べ
る
と
給
刊
は
／
ベ
ル
士
ど
に

十
八
程
公
立
準
一
政
一
手
ケ
よ
J

つ
こ
と
が
て
き
全
凶
的
な
失
業
の

こ
y
、
さ
ら
じ
は
T
h
l

迎
j
な
支
川
に
対
し
約
助
金
を
支
払
わ

な
い
F

レ
に
よ
り
失
業
保
険
打
孜
キ
バ
什
円
切
に
F
H台
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
干
張
さ
れ

い
小
、
x
r
L

九
州
内
開
喜
一
の
連
邦
杭
を
連
気
持
一
小
川
が

店
主
に
出
〕
こ
久
州
に
振
り
分
け
る
F

〕
う
こ
と
、
所
川
町
移
転
の
流
出
W
も
有
／
、
州
の
牛
八
条
早
川
険
基
金
枯
l
E
A

い
う
問
題
に

対
処
じ
さ
る
メ
ノ
「
も
あ
る
と
送
れ
た
J

し
カ
し
、

C
E
S
は
故
終
的
に
、
税
控
伶
方
式
を
採
用
j
る
こ
と
と
し
た
、
連
邦
東
轄
・

一
元
管
珂
）
、

九ム

E
十
J

シ
ス
ワ
ム
を
L

竹内
1
1し
な
か
円
た
の
と
川
材
ト
ト
亦
ぷ
欣
府
が
ν有
利
を
設
定
す
る
こ

2
は
川
権
浸
升
け
の
お
そ
れ
が
強
い
こ
と
が
怯

E
A川
公
神
間
で
あ
る
♂
、
出
笹
川
に
は
、

川
川
が
白

i
刊
に
ん
止
め
汗
牛
人

万
が
一
連
邦
最
品
品
以
内
よ
り
迷
邦
法
が
述
去
と
判
一
か
3
れ
て
も
、

業
料
続
法
は
そ
の
ま
ま
決
と
と
い
う
町
南
も
あ
り
、

加
え
に
、

連
邦
の
ん
工
魚
仏
一
析
に
よ
る
抗
助
金
の
十
支
給
は
失
業
の

と一川町川
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川
山
）

川
が
品
川
疫
に
＼
伯
尚
一
人
拡
｛
八
を
仮
す
る
可
括
判
い
も
冶
椅
さ
れ
た

い
司
裁
子
山
円
－
zhu

刈
断
を
ぐ
〕
た
と
い
う
背
z
R
が
あ
り
、

税
た
汁
除
方
式
に
は
か
つ
一
、
ー
の
い
邦
最

v立
｛阿

と
の
弓
侃
川
？
”
問
え
一
、

李
小

pf

、

J
j
j
1
1
1
：
 

ご

F
w
j
伏
川
い
も

J
J
1
7

州
H
八
恰
ン
ス
フ
ム
の
ほ
体
開
を
絞
押
し
し
た
J

判机代
J

除
方
式

ゴ
桐

の
も
と
で
い
か
な
る
段
以
基
準
を
む
め
る
か
一
ド
つ
い
、
は
、
給
μ
U
担
割
干

pmtu矧
問
、
況
札
験
料
市
一
の
算
定
仁
川
法
寺
は
州

2
1ム
丁
げ
に
を
ね

る
も
の
と
弐
れ
、
経
験
料
半
刻
の
ん
大
協
の
た
め
の
追
加
的
芋
命
説
｛
ペ
デ
採
用
さ
れ
た
の

仁
瓦

S
祁
己
主
U
M
e
採
川
！
？
を
邦
州
立
ノ
泣
シ
ス
テ
ム
お
k
び
川
何
事
除
方
式
は
、

ソ
杭
涜
ん
穴
防
法
案
一
と
し
て
月
現
化
さ
れ
、
述
訂
川

議
ム
工
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
の

ト
パ
刊
同
一
す
る
追
川
判
的
控
攻
規
定
に
問
L
て
は
、

利
余
曲

［
た
り
と
だ
し

む
い
が
あ
づ
た
c

出
羽
舵
控
除
弘
、

川
失
業
保
険
決
に
基
づ
き
洗
い
拠
山
科
士
ー
が
認
め
ら

円
通
叶
ぱ
巾
の
叩
邦
杭
村
H
m
u
p
以

の

控

除

が
受
け
ら
恥
ゐ
行
組
み
で
あ
る

し
か
し
、
こ
れ
を
採
用
す

4
L
一
件
州
で
じ
山
に
拠
出
v
u
i
牛
歩
げ
ム
ご
、
と
が
じ
き
る
よ
う
に
な
る
た

必
、
什
山
い
円

、1
つ
当
…
々
の
リ
的
に
ー
は
す
る
と
し
て
、
下
院
歳
ヘ
委
民
会
ぺ
I
L
V

ハピ
J

八
三
由
υ

除
さ
れ
ど
、

ザ
ヲ
内
J

J

l

F

l

 

ト
院
に
お
い
て

戸女）

ル
テ
修
一
円
士
勺

の
も
つ
一
一
財
花
疋
イ
ン
セ
二
ノ
イ
プ
効
果
を
強
調
す
る
斗
ι

助
か
ら
の
反
発
J
L
4
2

け
復
山
？
に
～
（
｝
7

・7
1

y

人
全
保
険
制
変
の
況
j

↓コ灯、山寸をへ
2
4
U

社
会
保
叫
阿
佐
」
か
殺
す
〕
た

行
会
保
防
法
に
ro
る
失
業
保
険
制
授
の
構
造

社
会
禄
降
伏
は
、
主
リ
叫
丙
午
全
や
汁
会
出
祉
州
明
度
ヘ
仏
、
こ
多
数
な
ン
ス
一
フ
ム
を
色
ん
え
法
庄
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
第
＝
字
と
第
九
平
内

慌
で
が
た
業
保
険
制
度
に
潤
寸
3

む
も
の
で
あ
っ
七
ー

第
九
章
が
、

説
経
へ
下
万
式
ド
山
判
す
る
比
一
七
で
あ
り
、

一
九
＝
九
年
に
は
連
日
た
主

税
法
と
し
じ
分
離
さ
れ
、

九
日
に
は
入
法
叫
に
線
人
さ
れ
、
M
U
L
L
P

、
コ
亡
ミ
る
U

HV／
J
L
I
J
v
l
 

そ
し
て
、
治
一
半
に
は
川
失
業
川
町
倹
行
政
に
刈
ず
る

杭
助
金
山
支
給
に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
る

川
失
業
保
附
制
慢
に
対
、
一
：
。
件
、
邦
の
肢
に
ナ
の
枠
れ
み
日
一
つ
い
て
、

孔一

日
航
定
当
初
の
視
定
仁
沿
っ
て
使
加
者
の
拠
出
か
ら
収
を
追
っ
て
際
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認↑
9
る

八
名
以
ー
の
波
山
富
を
一
時
日
す
る
笥
何
者
の
支
払
う
世
三
三
口
組
閉
じ
山

L
、

t 
・t 

＝
バ
7

ピ
ン
ト
の
剖
へ
日
、
消

骨日

N
h
r
z王〆
Z
M

J

り
ぶ
り
議
会
は
策
法
L
し
、
ー
税
、
河
税
、
以
刈
ム
了
打
一
六
f

消
世
一
山
紅
会
課
す
一
権
恨
を

を
矧
4
M
仇
す
る
（
九
つ
条
）

十
行
「
る
が
、
そ
の
う
ち
「
司
税
、
円
以
M
T
m
金
お
よ
び
消
官
Mmは
合
寝
苦
を
迫
L
lよ
吋
二
よ
川
小
け
れ
ば
ん
ゆ
ら
な
い
一
と
さ
札
て
い
2
Q
D

二戸一

と
い
う
「
泊
雪
山
畑
と
は

政
光
、
役
務
内
捷
供
に
か
Lm；
心
刑
判
と
あ
る
が

使
川
村
の
支
払
っ
と
賃
金
松
額
に
課
さ
れ
る

物
内
制
れ
V

4

税
は
こ
れ
に
あ
た
る
た
め
、
八
ム
ド
て

rJ
の
刈
ツ
！
と
さ
れ
て
い
る
U

そ
し
て
、
連
九
政
的
の
一
引
九
五
深
停
委
員
災

2
0
2
L
F
2
E
V

円い

2
凶
作
い
一
第
七
市
む
そ
の
設
立
を
剥
疋
）
」
が
連
邦
法
の
い
う
最
低
限
定
め
む
べ

3
立
川
市
（
九
つ

条
（
己
一
項
）

に
直
九
「
i

す
る
と
認

め
た
川
丈
一
業
保
険
法
に
対
し
拠
出
を
行
っ
た
使
刑
汗
は
、

そ
の
慾
の
帖
叫
が
で
、
打
中
上
九
九
心
パ

1
ゼ

L

J
の
連
邦
税
山
村
帆
聞
を
受
け
る

アメリプ7Cl；に烹探訪仏：：再三Jこお十する連去じいての役剤（ ） 

（九、
J

二
径
一

つ
ま
り
、
州
た
業
係
強
制
疫
に
完
全
総
領
の
二
・
じ
ハ

l
d
ン

チ

f
A
出
し
た
使
用
者
は
、
巴
叩
税
之

C
・

パ

lν

こ
れ
が
税
控
除
ん
h

ん
で
あ
る
が
、
刊
が
矢
来
保
険
ー
い
を
制
一
ι
J
な
か
っ
た
場
合
、
パ
；

ン
k

支
払
、
つ
だ
げ
で
よ
い

一パ
i

A

L

〆
ト

分
の
み
な
つ
ず
・
七
パ
1

1

セ
ン
ト
分
も
叫
一
邦
政
府
の
戊
へ
し
Y

一
な
り
、
校
、
必
の
情
助
ふ
慨
を
も
交
リ
。
こ
と
が
で
き
な
い
t
ノ
い
う
対
片
的

立
小
利
、
対
～
ミ
又
け
る
た
め

州
出
制
た
を
促
す
こ
と
に
な
る
の
で
為
る

州
ー
の
刻
、
一
己
に
コ
ム
し
づ
き

出［いい
J
3
のぺん
f

一
台
、
ナ
た

日
一
三
、

力、
F
寸

主
散
の
安
誌
に
ふ
っ
と
4
談
決
日
以
？
の

パ
7

セ
ン
ト
？
刀
、
h

況
下
さ
せ
た
場
な
は
、

そ
の
低
下
J

刀
だ
け
中
川
的
笠
除

す
一
l
d

〉
し

J

J
J
Z
1
4什
才

7j

？九
r

J

A

スホ）。

こ
れ
ら
税
控
除
方
式
の
本
体
ピ
〆
て
の
規
定
三
こ
も
い
、
制
定
時
ャ

た
一
明
治
余
ん
凡
の
い
民
所
合
取
り
入
れ
た
と
付
信
、
ズ
九
札

つ
め
規
定
が
あ
る
。
お
に
、
川
光
業
保
険
系
金
へ
丹
拠
出
主
は
半
斜
「
速
バ
火
常
信
託
基
A
4

（
F
F
T
g一

）？ 

のベH
4
5叶
甲

JEMハ｝

（
九
ひ
四
条
で
川
myーと

い
叩
け
ら
れ
、

宍
業
仙
川
山
慌
の
支
払
に

E
更
な
伊
仙
の
み
そ
二
か
ら
引
き
山
す
と
い
う
祇
皮
で
あ
る

L
〉

／

＼

 
一
条
（
G

）
羽
（
3
）
）
じ
芹
邦
夫
業
佐
川
オ
基
八
ム
巾
円
い
、
川
川
ご
と
に
ハ
ゾ
』
相
さ
れ
た
制
別
U
M
l
（
刈
川
小
、
長
信
託
円
町
一

2
E
m

5
2
H
1
3可
E
E向
日

F
E
R
E
Cロ
門
）
が
あ
る
こ
と
に
な
ゐ
が

そ
の
管
肝
お
よ
び
投
資
令

利
し
て
沼
山
政
町
い
か
行

同
条
（

e
〆
一
息
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う
こ
と
で
、
州
孜
前
に
よ
る
資
註
の

F
的
外
子
、
山
平
過
剥
h
t
k
n
令
Y

を
時
視
す
る
こ
一
が
、
F

の
規
定
の
的
て
あ
る
に
明
縫
い
州
ご

T
Y
｝
乃

C
Hヤ
キ
分
離

L
、
消
一
け
入
れ
の
形
を
い
r

コ
ナ
の
は
、

Lμ

会
保
障
法
の
じ
的
日
叫
ん
、
叫
w
J
A
上
の
聞
記
を
砕
け
る
た
め
、
各
州
の
失
業
君

ゴ
桐

に
た
士
写
必
ιuを
ノ
f
う
こ
f

で
は
な
＼
般
的
な
歳
入
の

m－m内
た
的
の
課
税
y

失
業
保
険
性
河
川
河
へ
の
補
民
主
支
出
で
あ
る
と
さ
れ
ナ
中

亡
、
火
栄
治
’
吋
を
一
℃
つ
と
め
の
州
へ
の
拠
出
μ

に
つ
い
て
は

速
五
日
制
ー
と
は
異
な
h
述
内
の
資
金
と
治
州

L
な
い
レ
一
い
う
意
思
の
し
わ
ら

方
れ
戸
J

あ
J
J
h
J
と
い
え
る
n

第
二
に
、
化
一
一
半
て
規
正
さ
れ
る
川
失
業
保
険

f
成
へ
の
祢
臥
余
円
規
正
で
あ
る
U

こ
の
砧
防
ハ
ム
は
失
業

給
付
木
川
げ
に
川
市
い
ら
れ
る
の
じ
は
九
%
く
、
あ
く
ま
「
半
、
作
品
『
J

川
レ
一
し
亡
川
い
ら
れ
る
｛
こ
の
け
町
助
金
の
は
的
は
と
l
て
叶
に
刈
L
I対

－mLハ
ふ
ん
や
ん
業
保
険
粧
殴
運
営
を
行
う
ぷ
ユ
い
V

一
ン
テ
／
ゾ
を

J
え
る
こ
と
お
よ
び
州
主
業
似
抗
機
肢
の
嗣
度
運
営
日
対
す
る
連
邦
政
凶
の

上
に
～
ヱ
凶
の
使
用
苫
が
船
出
τ

一
タ
る
連
邦
刊
に
が
阿
川
い
ら
れ
に
き
た
こ
と
か
ら
、
州
問
で
の

ピ
且
払
叶
か
げ
片
付
、
〕
こ
L
〕
で
ふ
市
マ
ム
コ

定
の
同
ノ
得
時
沖

「
川
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
と
も
＼
〆
ょ
う
J

た
ど

u
、
附
助
金
の
読
の
決
定
に
際

ν
ご
は
刊
の
人

μ
、
付
叫
に
よ
る
涯
川
範
囲
手
主
勘

す
れ
？
〕
ん
ふ
け
れ
は
λ

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
け
、

ぞ
の
機
従
は
制
限
さ
れ
と
い
，
Q

ハ
尚
一
肌
出

速
い
升
川
日
ハ
管
ン
ス
フ
ム
の
確

υ

九位
r

ぷ
保
防
法
の
判
定
ど
と
も
に
連
お

州
北
八
管
～
〆
一
八
一
ノ
ム
1

かいは
d
L
J
7
」
一
ノ
か
し
、

そ
の
成
立
緑
色
税
往
除
万
礼
「
よ

叩
の
問
↑
7
h
J
法
判
最
高
裁
で
芯
ぃ
古
川
ご
あ
る

t
判
断
さ
れ
る

－
J

一
工
存
ー
し
て
お
り
、
そ
L
Y、
あ
る
吉
川
妥
協
的
・

t

川
に
成
立
し
た
述

λ

州
共
管
、
ン
ス
一
r
ノ
ム
を
よ
り
確
実
な
救
済
が
可
能
と
考
ス
り
れ
る
返
品
位
特
別
段
い
改
め
る
べ
き
じ
あ
る
と
い

ペ
主
政
も
存
在
し
れ
ん
川
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の
合
憲
判
断

九
位
会
保
降
伏
に
北
川
ゴ
き
喧
J
U
失
業
税
を
徴
収
さ
れ
片
山
川

H
T
が、

お
控
除
方
式
は
述
り
が
州
法
の
剥
定
子
山
町
一
決
す
る
も
の
市
あ
り
、

え
を
茂
紀
｝
じ
九
九
」
山
？
2
2
2

で
あ
る
J

こ
れ
い
対
し
、

J
m
ね
・
又
出
世
川
引
の
範
川
を
お
え
州
の
権
岐
を
よ
」
法
に
日
日
害
す
る
も
の
て
あ
る
と
し
て
、
能
収
ι
己
わ
た
辿
邦
失
業
杭
の
返
若
を
求
め
必

H
U
ん
「
戸
保
障
斗
仙
の
規
定
ん
と
合
意
で
あ
る
し
判

述
叫
門
故
高
殺
は
一
ー
ん
二
い
い
年
、

川
間
競
争
ん
代

FL1
の
む
慎
か
り
川
Mr
す
法
書
一
行
、
つ
実
質
的

μ山
を
た
っ
工
お
り
、

断
し
た
c

裁
判
所
は
、
J

に
の
引
で
以
出
、

よ
っ
て
川
中
紘
一
じ
は
対
応
が
川
出
部
な
ほ
ど
日
前
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
、
こ
の

t
う
な
背
世
の
も
と
川
に
受
賞
り
町
一
片
由

子三

ιコ
V」

え
強
制
し
亡
し
る
と
い
う
l
張
に
対
し
て
は
、

税
控
除
お
よ
の
も
と
ご
は
、

千
九
J

、
一
ヘ
ぷ
済
の
れ
に
め
に
拠
出
を
打
、
つ
と
い
う
什
会
保
母
伐
の
け
れ
を
汁
当
な
も
の
で
あ
る
r
7
し
た
f

干
上
一
亡
、

E
W叩
が
州
法
の
市
i
d疋

州
、
試
の
制
｛
し
は
刊
の
h
H

い
出
京
H
じ
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

ι
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刊
が
ん
引
制
オ
る
の
で
は
な
く
誘
引
オ
ノ
ヤ
村
祖
心
？
と
ふ
げ
士
i
J

て
v
る
と
し
た
っ

七

J車
11: 
京：z
er, 什l
支え 宍
判廷
J、山補
も ！~山 I

~ "'' 

れよ

い帰
る市：1
j1;L 

」 i' 

i L 刀、
ら fr
if) Ji：く
判 l'I
決 ；t;::
I - iJc 

〆〉

、

同
ノ
干
に
は
、

同
条
の
一
7

1

1

a

ブ
U

ゼ
ス
丸
木
攻
お
よ
び

Y
等
原
町
に
反
、
レ
な
い

三
ん
が
つ

r
、
P

＼
れ
ら
月
決
は
連
句
作

九
一
今
日
年
ハ
月
一
心
一
ヨ
イ
リ
ノ
イ
州
法
必
げ
を
も
っ
て
す
べ
て
の
刈
い
が
尖
…
討
伐
険
法
を
も
一

f
k
y
と
な
っ

州
出
制
定
か
た
め
ム
っ
て
い
ん
け
も
火
烹
保
険
法
案
を
沼

過
さ
せ
る
こ
Y

三
な
り

（
 

中
／

州
共
倍
、
〆
ス
一
「
ム
の
違
憲
の
託
い
を
払
拭
す
る
こ
て
で
そ
れ
を
吏
際
に
伊
滋
さ
せ
る

主
一
叶
カ
げ
の
か
と
つ
v

こ
な
れ
、
ま
た
、
そ
の
後
の
述
山
内
法
修
正
の
汗
組
み

み
一
強
刻
し
な
い
似
ご
の
介
入
J

を
提
示
し
た
と
も
い
ス
ム
却
の

淳
一
邦
直
轄
・
人
ム
一
回
均

ン
ス
テ
μ

へ
の
山
ゑ
史
の
試
み
レ
r

一b
f
u

）し

九
円
i

に
は
利
点
料
停
止
招
九
単
が
一
む
略
さ
れ
広
司
邦
夫
業
利
山
中
い
か
な
り
、

（
州
が
実
質
的
司
耐
を
牛
八
円
て
い
る
域
同
で
、
州
法
の
制
定

一九

ucr干
に
は
す
ぺ
て
の
川
で
失
業
保
険
法
が
定
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〉
一
市
大
附
さ
れ
た

,,ii 

」の
r
o
う
に
一
生
郊
州
共
M
H
γ
J

ヴ
ハ
一
フ
ム
に
誌
づ
い

t
ア
メ
リ
カ
の
失
宍
保
険
制
度
は
ス
タ
ト
レ
た

ー
〕
か
し
な

が
ら
円
H
A
i次
U
H
U介
γ

八
戦
中
に
は

l
、
業
約
救
済

L
出
刈
〕
戸
、
よ
り
実
効
的
と
お
も
わ
れ
る
辺
元
亘
社
？
ん
込
均

ン
ス
一
ア
ム
へ
の

ゴ
桐

移
行
が
議
ノ
川
さ
れ
て
い
え

か
つ
て
仁

E
b
初
吉
古
は

JU米
民
仁
む
し
ぞ
れ
が
泡
坊
刊
あ
れ
ば

涯
け
い
三
説
会
は
法

民
日
九
州
共
缶
、
ン
ス
一
ア
ム
に
つ
き

』
九
州
一
A

八
〆
同
ン
ス
ワ
ム
か
ら
ん
一
町
市
政
叫
が
ー
ム
平
口
ゴ
ノ
サ
制
収
に
生
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
品
、
へ
、

名
川
に
よ
る
受
験
の
役
、

直
結
・
全
向
い
勾

シ
ス
テ
ム
を
よ
オ
た
に
構
築
す
7
Q

可
能
什
九
A

一
が
践
し
た
c

ま
た
、

一ι川

ン
ス
一
ア
ム
舌
と
宮
ゐ
老
齢
ケ
γ

一
企
ホ
軒
川
度
に
つ
一
V

弐一」
1

叫店邦
H
疋
f

閃
内
仏
此
の
含
憲
判
い
以
い
和
ω
Fさ
れ
、
そ
の
↑
？
法
の
問
帽
叫

さ
れ
る
連
邦
且
轄
ん
j
R均一

が
ク
リ
ア
戸
れ
た

的
に
一
此
指
オ
る
た
め
、

ーが

1

不
に
ア
メ
リ
刀
が
信
二
次
折
田
村
I
八
戦
に
参
戦
し
た
こ
と
か
、
り
労
働
力
を
平
需
荒
業
へ
効
キ

ル
ム
人
ベ
ル
ト
大
統
叫
院
の
戦
争
花
隈
に
ネ
ワ
く
捻
波
と
じ
て
件
公
共
職
業
久
十
円
前
が
且
邦
広
特
化
さ
れ
た

ノ戸、
1
レ日
l

、

iL 
J!C: 

の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
村
会
保
踏
出
の
tr人
施
や
修
中
に
大
き
な
役
割
を
手
心

ν
よ
ア
ル
入
メ
イ
ャ
ー

ヘ／ユ一一〕三寸〕
h

／一
2HJRυ
〈
ぬ
り
吋

委
MM
長
を
つ
ド
し
め
る
ネ
i

会
保
障
委
一
一
日
会
が
矢
栄
保
険
制
叫
も
こ
の
刻
に
法
邦
汀
石
川
化
す
る
、
当
刊
に
あ
る
こ
、

γ’
捉
二
ケ
ザ
を
叩
州
議
会
は
か

関
係
各
所
に

》九人
J

彼
ら
の
主
張
に
d

れ
ば

丸
山
会
保
障
法
制
定
h

当
初
か
一
り
ヂ
一
久
祝
さ
れ
て
い
た
川
河
マ
の
給
付
の
不
均
戸
市
3γ

当
際
一
L
m九
百
バ

r
L
て
お
り
、
選
出
向
岳
山
川
境
定
に
L

A

り
州
ご
と
に
恥

H
判
半
が
同
氏
な
っ

L

い
7
Q
P

一
ヒ
は
連
邦

州
共
管
ン
ス
テ
ム
の
小
川
一

ァおi
ム民｝

手与 ；句J

1あ
ベナ
ミ 1

Ti! 州
山間
と 0)
οt戸
れ争

＇て

λと

Iト

の品閉じ
H

乃
没
却
に
つ
必
が
っ
と
い
る
こ
と
右
ど
が

述
古
川
止
特
e

ふ
ア
泊
四
人
吋

し
か
し

連
邦
fk
特
化
は
州
知
の
一
次
発
が
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
大
統
領
の
壮
仰
い
痘
的
な

ι持
を
主
け
る
こ
と
カ
で
与
な
か
ヲ
た
こ
と

戸
大
羽
し
な
が
っ
七
η

も
あ
り

本
＋
早
が
わ

節
一
じ
述
べ
た
よ
う
戸
大
結
領
は
川
川
キ
」
衿
J

と
ず
る
抗
度
の
I
λ
N
4
T刊
で
あ
J

九
一
た
め

直
桔
・
ヘ
デ

fp炉J

川川
1
J

の
反
発
」
は
、

川
一
間
の
所
得
移
転
を
也
う
こ
と
が
f
J

シ
ス
ア
ム
を
柏
和
的
に
支
判

L
な
か
F
J

たし
ι
与
ζ

ら
れ
る
f
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い
う
よ
レ
に
あ
ツ
た
F

一
が
う
か
が
わ
れ
る
c

川
F

八て、

州
日
川
市
げ
の
百

山刊で
J

の込山
j
に
伴
い
失
業
京
が

d
唱
に
低
下
し
、

沿
い
か
川
阿
起
と
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ず
ご
ピ
も
、
述
日
ト
川

州
共
管
、
4

ス
一
ブ
ム
維
持
が
支
持
さ
れ
い
ん
一
阜
一
弘
司
で
あ
る
J

かノ＼

L
て
第
一
次
世

調
介
人
戦
へ
の
き
一
叫
べ
と
い
う
状
況
の
も
と
で
述
店
直
結
初
度
が
実
税
し
な
ウ
叶
え
こ
と
で
、

吋庄

州
民
パ
げ
～
ご
八
一
フ
ム
は
一
慨
ー
リ

d
h
よ一

い
つ
γ
、ーよいれ

第
叫
し
叩

失
業
J

ぺ
治
動
皮
い
お
げ
る
社
会
保
治
I

法
制
定
の
意
義

市内山戸い述
t
Lド
、
ょ
っ
げ

引
会
保
潔
伐
の
航
定
に
よ
り
品
川
は
失
業
保
険
法
の
出
定
一
と
り
か
か
り

九
一
い
い
苧
六
月
げ
に
9

ぺ
て
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山
川
一
じ
制
度
が
ほ
i

り
し
た
、
F

）の
f
i
J

に
お
し
て
、

引
ム
ム
紀
宮
ベ
ヤ
の
制
J

疋
は
ま
ず
失
業
以
内
明
制
皮
を
九
十
川
的
な
も
の
と
し
ど
と
い
、
〕
【
八
で

で
き
る
付
間
競
争
力
の
山
毘
ー
か
ら
件
川
合
解
汝
レ
、
民
業
保
険
リ
法
を
わ
よ
ノ
主
質
的
同
市
問
え
ぐ
い
J

え
わ
の
で
あ
る
吋

も
っ
し
y
J
U
、
午
、
袋
小
引

救
済
」
と
い
、
1

間
百
】
庁
（
つ
み
る
と
、
必
ず
ヤ
も

l
分
な
効
ぶ
を
μ
J
え
ん
と
は
ず
I

い
注
し
連
邦
ァ
山
が
？
だ
め
る

基
ム
弘
、
は
彼
抗
す
る
よ
λ

ド
正
乍
寸
法
り
民
低
阪
の
受
給
作
者
保
護
就
だ
｝
〆
か
な
く
、
追
加
的
特
除
の

久
e

の
算
定
ん
伐
に
悶

L
広
範
な
位
内
献
を
川
川
に
残

L
、
九
日
片
山
簡
や
給
付
期
川
刊
に
悶

L
t神
戸
町
は

切
の
介
入
奇
F
J

わ
な
い

こ
い
、
）
ニ
3

jし l’
たな
のつ
、，
＂一、

"' る1ヲ前
~ 
り州
五湖
っ~
Jヘ ミテ
' ' 

主力
ト＇， ') 

同
)i；」
；止
｛ 

厄
／＼ 

；よ
1刀
≪!1: ,, 

才｝:,:; 

附
悦
川
・
給
付
の
h

ユ
川
で
州
日
の
品
川
河
を
が
以
ん
生
一
：
？
が
た
が
汁
け
ま

州内、円
J

ド
シ
ス
テ
ム
は
州
丹
権
岐
に
胤
同
居
ノ
た
私
財
ポ
で
生
ま
れ
れ
F

も
の
で
あ
り

さ
ら
に
は
救

済
力
側
問
J
L
t

強
苅
ず
る
す
ぬ
？
と
雇
川
保
陀
イ
ン
セ
ン
7
J

プ
の
た
め

「
凶
河
川
原
一
羽
山
の
優
位
引
を
、
干
張

円
札
於
徐
ヮ
式
ナ
川
川
ト
降
し
て
あ
げ
ら
れ
た
、

万
が
一
注
邦
法
が
違
憲
ぃ
L

刈

す
る
集
団
と
の

必
の
一
三
協
の
？
ト
防
で
も
あ
る
〈

そ
し
て
、

γ
罰
さ
れ
て
も
川
法
一
片
休
は
疑
る
、
と
い
、
つ
町
由
は
沼
恒
切
な
も
の
で
は
な
い
じ

し
か
し
な
が
ら
、

市
古
京
に
お
い

γ～も、

ア
メ
リ
カ
失
業
似
品
例
制
度
の
長
λ
俗
的
な
枠
組
み
は
交
わ
J

て
お
ら
ず
、

匡
以
の
小
に
定
h

惜し
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、
ド
る
c

連
邦
最
高
裁
の
ム
二
回
判
仇
を
乏
け
た
こ
こ
ヤ
、
訓
は
開
始
か
ら
し
ば
ら
戸
＼
1

レ
て
一
一
刊
情
勢
が
伐
さ
さ
れ
制
皮
改
主
の

が
品
j

れ
て
い
ワ
た
こ
と
も
そ
の
辺
刊
の

つ
ご
み
の
人
ご
っ
か

測

が主i 昔

り曳 ，，む

7司
さ u
i l 'CJ 
f二 i
こ ま詫
.. ,, (T) 

Joi 

ι組
が
強
し、

メ

ワJ

お
し、

て

人とノ
T
H

子
4
T乾

ゴ
桐

沖
一
一
長
イ
メ
l
／
を
も
、
J

救
済
の
側
同
ふ
り
も
州
只
の
汁
山
間

川
の
司
↓
下
泣
い
委
ね
h
れ
た
制
度
？
げ
よ
和
肝
不
と

し
て
ア
メ
J
カ
同
長
の
十
止
符
を
そ
げ
や
す
か
っ
と
こ
と
が
、
立
協
約
な
成
工
有
国
刷
会
も
つ
社
会
保
障
J
い
の
は
れ
守
山
市
み
を
長
咋
に
わ
た
勺
て

れ
た
老
齢
刊
仏
如
肢
と
比
較
す
る
t
t
、

維
持
さ
せ
た
に
3
な
思
山
で
あ
ろ
、
つ
r

ま
た
、
述
刊
九
芭
杭
・
〈
下
以
北
九
ン
ス
ア
ム

リ
r、
ヶ
ノ
発
什
の
監
様
は
川
一
ト
よ
り

R
な
る
l
l

い
う
事
情
も
、
い
わ
ゆ
る
一
川
間
松
山
手
一
を
あ
る
程
度
計
存
す
る
と
い
う
隣
3
を
も
っ
て

い
之
と
之
、

xら
れ
ゐ

ν
！↓ごっ一、、

t

J

h

 

C
R
S
の
禄
古
古
に
あ
わ
れ
ー
川
川
ナ
九
段
会
一
流

L
一
ー
よ
り
よ
い
J

刀
法
を
一
晴
治
宝
什
る
と
い
う
【
r
人丙

t
j
ヨ
w
E「一一、、、、

ト

1
4
F
E－－
4
カ

制
皮
が
成
熟
q
る
に
つ
れ
、
州
が

i
導
的
に
制
度
の
M
Y

川
市
を
行
い
成
功
し
た
f

河
本
子
一
位
の
州
や
連
邦
民
的
が
採
崩

す
る
！
と
三
つ
れ
が
生
ま
れ
た
－
、
と
に
よ
っ
て
、
連
邦
丹
共
管
シ
ス
テ
ム
が
そ
う
い
た
以
心
組
み
宅
保
泡

3
せ
一
ー
、
い
る
と

仏一

る
よ
つ
に
な
っ
一
よ
へ
辺
に
、
過
皮
な
辿
印
の
介
入
は
そ
う
た
取
り
州
市
を
阻
ヰ
r
y
Q
て
！
こ
と
な
る
一

こ
と
も
、
渓
刊
州
共
管

ス
テ
ム

て
き
だ
坦
以
内

つ
で
あ
る
J

与3

通
中
市
給
付
に
山
間
す
る
連
邦
訟
の
け
佼
澗
と
現
行
以
の
い
押
花

早

λ弔
帆

川

削遣
い
九
州
共
昔
、
ン

f
rム
・
税
ド
徐
方
式
の
う
予
と
で
は

連
邦
議
会
が
速
穴
訟
へ
述
花
火
装
悦
法
‘
牡
会
保
除
法

を刻ー’疋
a

修

rー
す
る
こ
と
で

引
が
絶
対
的
に
、
わ
更
な
と
こ
ろ

を
定
め
、
川

－f
C
E
S部
パ
日
企
凶
一

に
明
L

L

1
誌
は
限
定
め
る
べ
き
凶
定

議
ム
工
が
そ
の
ふ
咋
の
枠
内
で
立
法
7F
行
、
つ
こ
と
と
な
る
ー
連
邦
政
町
内
椛
問
（
じ
あ
る
労
働
長
｛
「
l

（
劃
定
当
初
は
引
会
保
還
を
民
会
）

連
邦
法
の
桝
釈
を
〆
打
い
、
川
ー
は
が
ぞ
の
ー
最
低
限
定
め
之
べ
さ
ね
】
｛
止
」
を
燥
、
（
ん
て
い
ふ
か
ア
引
け
か
あ
ョ
ム
ロ
ド
山
川
町
邦
誌
の
趣
，
u
に
じ
氏
一
。
る

三lil'I.3〕IS71 

斗
ド
ヘ
ザ
Y
木

rn~ ；，戸市j 位（G2'''1 

μ l主



出
孔
｛
ヂ
三
河
め
で
い
な
い
か
芯
か
の
寸
k
v
t
J
rう
f

認
定
を

2
け
ら
れ
な
い
州
法
は
、

ぺ
但
郡
江
況
の
を
除
そ
し
こ
列
会
保
障
汰
に
r
A

め
る
補

の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
な
い
い
f

ぃ
、
っ
こ
ー
こ
に
な
る
。
そ
の
〈
め
、
あ
る
州
法
の
税
定
手
足
（
の
ふ
際
ド
連
作
法
に
抵
触
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
企
は
、
引
，
働
者
の
聡
司
Jt州
失
業
保
険
協
同
閣
の
股
弓
’
が
協
一
議
‘
持
法
の
上
主
法
規
定
を
修
7

ー
す
る
こ
A

が

般

的

C

あ
る
。連日
川
法
が
疋
め
る
の
は

内
関
連
づ
る
討
伐
制
定

の
管
対
規
正
、

か
つ
対
率
的
な
川
牛
人

業
保
ヘ
宍
制
度
淫
」
す
け
に
対
す
る
祈
防
全
の
支
給
判
官
付
規
定
、

ぶや
1
4
給
権
制
限
規
ー
’
た
で
あ
て
、
村
井
J

ん
恭
礎
賞
、

ーソ巨人、ん
I
t
r
J
戸川同リ、

市
イ
J
み
守
リ
ザ
ホ
小
1
2
7
H
H

な
と
の
芯
準
は
設
げ
ら
れ
て
か
な
い
、
戸
、
れ
ら
の
う
ち
、

一
部
骨
除
3

し
二
〉
：
勺

l
t

1
ノ
i
L
i
k
ノ

ね

γド
ド
台
町
作

アメリプ7Cl；に烹探訪仏：：再三Jこお十する連去じいての役剤（ ） 

W
A一
月
以
修
」
L

に
よ
る
も
の
ご
あ
る
J

必
り
受
給
梓
音
記
者
対
定
は
、
州
一
が
一
層
用
情
勢
の

t
化
に
と
？
ら
な
い
コ
ス
ヘ
刀
ヴ
包
の
巾
示
、
誌
か

ら
川
町
し
し
n
河
川
必
権
v
L
奪
況
だ
か
ι
ル
日
け
た
一
；
へ
の
対
山
と
三
え
る
が
、

方

の刊日｛一一け山

連
邦
政
府
予
算
の

コ
ス
入
力
ァ
1
h

の
小
奈
川
γ
か
っ
止
ま
引
わ
た
も
の
で
あ
る

ラ
一
の
要
A
山
に
は

ペ
L

八
け
八
年
仁
連
邦
矢
長
付
託
基
カ
の
以
r
人
生
だ
邦
政
府
ん
L

体
(1) 

い
山
戸
川
叫
汗
へ
い
え
」
リ
ru
え
心
で
つ
い
ト
ヘ
h

コ－
4ι
、
」

1
）
げ
に
、

一ぺ

i
一
パ
〉
年
代
か
ら
八
O
L千
代
の
料
、
〕
つ
J

正
邦
の
歳
川
町
A

刊
の
影
響
合
長
け
？
も

〆一、の結

T
こ
し
て
の
連
邦
法
の
一
述
の
修
正
は
、
そ
れ
ま
て
バ
ラ
ン
ス
の
れ
て
い
た
空
市
川
川
共
管

γ
ス
テ
ム
J
7
4
A

一JU

，m守
と
り
に
ベ
J

と
い
っ
分
析
が
な
戸
れ
と
い
る

の一
J
J
m川
y
Q

、
の
で
ぺ
な
変
化
は

〕ヘ
J

u

t－

7
手
7
1
く
ソ
、

了
〈
J
／

J
L
v
p
C
つ
ノ
一

ふ
る
介
入
の
F

町
設
に
も

九
悼
の
つ
、
い
フ
ハ
V

P

い、ァ九
1
ぞっ

本
日
？
と
は
、

予
一
れ
ら
の
前
引
所
踏
ま
え
、

｛
平
川
給
T
J
L
司
叫
す
る
連
邦
法
の
採
し
ゃ
い
つ
い

明
記
叩
二

f
出

河

jzi
ど

r
F
i
t
ノ

mw控
芯
方
式
の
倍
近

伸
、
出
失
業
刊
の
被
一
課
税
者
弘
、
川
川
の
失
業
様
官
法
に
苓
づ
き
バ
の
宇
、
業
保
険
系
金
η
一
拠
出
金
を
支
払
う

2
1
M支
払
円
わ
丸
山
拠
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出
会
的
積
一
川
剤
、
連
邦
引
の
一
一
除
を
ミ
け
y
Q
F

一
ー
と
が
で
き
る
が
へ
述
内
沖
矢
奈
川
パ
次
＝
一
心
一
条
「

3
1
〆

？

H

、

と

〕

μ
F
H川
立
点
準
々

JF
た

一E
一
ア
一
一
4

、
σ命
中
E
i
f
d

、手斗マハ

業
校
の
九
ふ
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
と
き
れ
い
、
い
る

る
が

戸
一
九
枠
組
肉
体
は
が
ん
古
伝
陪
法

4
－
cJ
乃
は
つ
｝
こ
れ

ゴ
桐

会
制
定
〕
た
時
白
一
か
ら
変
化
L
て
い
な
い
〉
一
持
組
は
、
山
A
j

の
組
り
で
み
勺
る

年
内
、
っ
ち
い
ず
れ
迫
力
ヨ
半
期
に

区
滑
に
刻
述

LJL

I
C
Cド
ル
以
L

の
桂
貝
全
企
支
払
っ
た
か
、

年
の
う
九
い
ず
れ
か

〆
し
の
越
の
そ
れ
十
れ
に
つ
き
一

1
以
ム

名
以
下
「
の
者
か
一
宗
一
川
し
た
使
用
者

（
連
日
失
業
似
法

ハ
ノ
六
条
ヘ
日
～
日
ご
は
、
印
d

午

賃
ι

総
粗
削
の
六
（
U
パ
！
と
ン
y
h

の
述
邦
パ
入
者
税
が
羽
4
3
2い
る

条〆一
c

村
会
以
内
手
法
抗
｛
ぺ
当
初

ハ
）
パ

l
L七
ン
？
で

同

「
J 

あ

fこ
1見
合c. ＇干：
絡しz
1 c・ ~l 

わ－ c 

jヨ じワ
し、 ぷえと

て剤
、政
’l人
；~ 

〈わ
幸、

斗上
,. 

n .. 

パ
ー
セ
ン
L
ず
つ
r

げ
ら
れ
、

－

J
パ
ー
で
ン
J

H

ま

}L 

ノ、

（
幼
力
発
生
は
一
九
八
一
れ
ん
す

域
行
の
六
・
1
リパ

l
f
／v
、、レ
t

十
八
恒
仁
一
世
佐
ぢ
れ
た

」
の
連
邦
丈
菜

る日千見
rσ〉
祈

れをRズシ J」

~－ .d-

'" 邦み
』；~判〉

府宍
の業
主イュ
fモ託
》志
い会
っ σ〉
：主叶
111三政
でをIi

っと
えも
るな
レ
、一、

n: 
σ〉

の
い
奴
旦
一
の
組
出
を
広
げ
る
た
め
で
島
っ
た
と
い
わ
れ

こ
と
を
司
従
に
す
る
戸
、
L
y

？
川
牛
、
袋
持

ム
エ
リ
の
川

γ
渇、

パυ
い
て
は
川
宍
者
ヘ
保
険
制
乏
の
山
川
波
J
r
r

－
防
ぐ
意
味
合
ド
が
あ
（
た
と

v
え
る

「

名門川

l
の
六
号
一
一
出

υ
た
を
肘
〆
ー
に
つ
一
U

て
で
あ
る
が
、
ま
ず
、

「
票
用
は
、
川
～
え
へ
の
迎
川
除
外
を
除
主
、

使
用
者
が

の
あ
ら
ゆ
る
労
務
様
伎
を
2
け
る
ニ
ヒ
ル
一
指
J
9

♂
連
お
失
業
校
法
二
一
べ
六
条
へ
C
J

A
四
八
年
修
ιー
ご
っ
そ
／
e

口
l
Lし
の
げ
波
川
で
で
あ
る
〉
誇
れ
て
い
る
そ

L
f＼
「

令八七、
i

〉
午
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ふ
一
日
保
障
法
制
疋
当
時
は
八
れ
以
上
で
あ
っ
た
ヂ

川
県
芦
宍
芳
純
法
の

名
以
一
と
右
っ
た
υ

こ
こ
で
、
民
制
限
け
が
す
J

払
♂
た
一
貨
余
一
と
は
、

労
働
の
対
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
つ
べ
一
丸
の
も
の
一

l
l
J
心
義
さ
れ
る
が

小
、
業
税
法

パ〉ハ
H
L

宋
（
！
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〆
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一
羽
J

ら
れ
て
い
る
f

L

L

の
巾
C
亘
出
火
な
の
は
、

年
間
で
個
人
に
去
r仏
つ

、
i
J

、〉

l

／
、
ぺ
均

O

た
労
働
の
対
m
H
り
っ
ち
七

C
C
C
ド
ル
を
だ
＝
ん
る
部
分
」
「
川
z
m
p
l
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で
あ
る
r
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「
限
棋
令
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こ
ど
つ
が
、

こ
の
税
同
限
広
湖
、
か
辰
初
に
設
定
νc
れ

と

の

法

九

ふん

rq山j
t
M
m
止
へ
珪
荒
川
説
江
制
定
時
イ

J

ゲ一一九口一川町

人
あ
h
l

り
ω十
日
刊
今

0
0
0ド

そ
の
後
イ
ン

7
L
－L
対
比
す
る
形
で
次
第
に
P
J
Wー
さ
れ
、

八
百
川
上
寝
が
で
以
け
ら
れ
ナ

F

王
山
改
正
は
内
会
制
度
の
兆
一
杭
痕
夜
額
と
統
一
J
3

ムマ」

t
で
絞
ぷ
松
必
L

る
伎
座
苦
」

に

す

る

こ

と

が

円

内

で

あ

り

、

九

八

年

修

正

さ

掃

J

一
行
内
〕

C
C
つ
ド

スル
？
と
仕
っ
た
っ

課
税
浪
阿
川
畑
山
の
存
め
は
、

述
円
九
宍
業
税
が
注
進
的
一
ぐ
あ
る
こ
と
J
Y
」
不
し
て
い
る

出
川
的
控
珍
問
定

拠
出
品
干
の
釈
が
、
同
州
内
で
涯
町
三
れ
る
設
す
川
の

伸
、
出
失
業
刊
の
被
一
課
税
者
弘
、
連
邦
失
業
税
決
↓
二
一
心
＝
条
の
嬰
件
を
汚
た
す
州
一
法
の
対
定
に
恭
づ
い
v
t
之
む
を
義
務
付
灯
、

vれ
と

の
h

匹
パ

I
て
で
？
の
い
ず
れ
か
仇
い
方
の
で
T
を
旭
崩
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抗
た
場
介

E
n
も
少
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
↑
刊
紙
三
一
札
た
加
出
額
し
ら
い
川
紋
ま
で
、
浅
川
F

冗
業
税
の
追
加
的
住
除
を
戸
支
げ
る
こ
と
が
で

ミ

る

一
渓
印
庁
ヘ
リ
万
珂
一
）
片
山
二
一
円
二
条
（

h
）市川、一

遠
山
夫
実
hq
王

一

ハ
2

一
久
ベ
の
に
め
る
、
追
加
的
控
除
の
条
件
ー
：
二
、
の
川
が
設
け
ノ
る
、
当
最
低
以
の
U
人
一
注
は
、
生
常
に
治
宏
、
な
も

の
池
一
月
を
認
め
る
v

｝と、

の
ハ
一
で
あ
る
つ

「＝

E
i
H
M
l継
続
し
た
川
町
は
の
に
業
お
よ
び
丸
烹
の
リ
ス
今
に
目
烹
悶
述

1
る
池
の
忠
治
に
関
す
る
浅
川
ど
の

rω
 

北

J
パ

E
引
っ
修
止
で
、

剥
た
い
迎
開
対
象
と
な
っ
た
事
業
は
「

の
で
丸
山
司
令
：

投
止
コ
い
て

年
一
つ
山
上
り
だ
預
で
よ
い
と

L
た
以
外
、
構
造
は
ほ
ぼ
虫
わ
っ
仁
い
な
い

F

〕
の
笥
1J1u山
内
定
が
ほ
Y

J
レ
、
〆
一
修
川
さ
札
て
い
な
い
こ
レ
一

は
、
拠
出
に
却
し
て
州
の
パ
隠
な
裁
E
権
を
い
い
ホ
内
定
づ
け
ム
却
、

ア
メ
］
ノ
カ
の
失
致
保
険
初
度
に
と
っ
f
k

敦
俊
民
右
脳
｛
止
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
烹
’
お
け
て
川
る
川
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速
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託
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川

州
立
に
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一
つ
品
、
品
川
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喜
が
拠

H
J
た
拠
沿
え
が

ゴ
桐

る
こ
ど
に
な
る
の
は
ほ
ド
述
べ
た
淵
り
た
い
が
、

述
市
止
に
業
主
J

出
品
会
対
の
州
国
別
口
豆
、
す
な
わ
ち
州
尖
来
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記
基
金
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け
ら
れ

な
与
れ
た
伎
の

E
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夫
求
訴
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ふ
工
鋭
、

川
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ノ
＼
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引
市
長
宅
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託
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企
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h
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i
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コ
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コ
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M
条
（
C
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日
け
り
れ
た
資
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は
、
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介
一

L
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宇
、
山
木
市
対
ヘ
同
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度
注
ペ
ハ
川
市
川
凶
ん
ム
に
市
川
匂
」
り
れ
る

キ
山
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U

H

P
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l
一
＼

r
戸
一
却
貸
付
制
肢
と
川
本
主
枯
渇
へ
の
け
日
い

｛ど什
" 6＇：ム、
; 長
三正
金刀、
ι、
歩
/ 

／ 

レ

'" 三
オし
る
よ--
ヨミ

そ
の
内
」
時
、

に
州
民
け
ム
一
れ
る
こ
と
と
も
d

て
い
る

（
社
会
涼
除

述
邦
政
府
が
＋
出
土
d

充
当
分
？
を
貸
し
付
け
る
仕
組
み
が
、

川
八
五
山
ち
の
社
会
保
険

に
よ
る
は
人
が
川
町
宍
主
保
険
制
戊
逼
ド
補
助
金
ト
y

工
、
の
え
山
山
か
上
間
引
っ
こ
お
川
、

そ
こ
で
、
旭
邦
夫
尖
伝
比
λ
一
会
内
部
に
連
邦
央
業
民
主

2
7
2
二
524d同
L
F
4
2
2ご
／
E
2
3）
を
設
け
、
流
部
品
て
が
十
叫
河
内
早
川
川
八
刀

ド

十一梢九時円
z
i
て
る
、
に
こ
こ
、
〕
と
の
で
ル
め
る

の
引
会
保
障
沖
比
五
札
口
一
一
冬
山
（

a
）

疋
山
保
障
行
政
い
自
の
余
剰
分
を
当
局
邦
央
尖

ォ一

、

L
し
の
州
が
刊
川
町
ノ
て
い
る

打
い
崎
に
移
t
u
H
店
ん
疋
さ
れ
て
い
7
Q
）
。
こ
の
制
度
が
t

ヘ
柊
的
じ
利
郎
さ
礼
治
め
た
の
は

坂
口
で
も
半
数
以

貸
付
け
は
、

州
知
事
が
翌
月
か
い
門

か
け
円
何
の
失
業
給
付
額
芽
、
ー
カ
働
長
官
に
清
求
す
る
こ
と
に
よ
り
町
能
ー
と
な
り
（
社
会
保
防
法

ノ

ヘ、
丸
木
（

a

羽）、

九
万
八
内
う
ら
で
あ
り

H 

丸
木
戸
内
d
J

羽）。

し
か
し

述
却
特
（
J

H

舎
に
は
最
大
引
！

い
つ
で
も
返
涜
ョ
能
と
さ
れ
て
い
る

。パ
l
いで／

i

の
利
J
が
か
り

ιれ
〆
川
条
（
り
）

羽
六
ま
た
、

｛疋
uum
間
経
垣
し
で
も
返
済
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、

T
ど
っ
川
寸
つ
史

d
c
l
y
r
u
f
 

川
者
ド
い
対
す
る
川
悼
邦
失
業
説
的
最
大
持
除
J
t
わ
が
勾
尽
減
少
し
て
い
ノ
と
＼
つ
ベ
ブ
ル
テ
4

が
設
定
さ
れ
て
い
る

ヘ
喧
印
失
業
税
法

IS78〆.Zlil'L3〕rn~ ；，戸市j 位（G2s2; 



ハJ
二
久
ふ
れ
（

C
V
古
川
九

こ
の
ま
月
刊
符
吋
け
は

A

目
的
人
記
州
牛
八
議
保
険
計
八
品
川
の
士
化
に
対

L
制
度
の
f

制
廃
を
防
ぐ
た
め
に
述
だ
め
m

－Tが
FM孜
p
人
伝
を
／
J
h
、
っ
け

軒
み
で
あ
る

r

こ
ろ
、
冬
州
の
賀
川
老
い
か
ら
縦
収
J

た
遅
刻
い
UK
を
資
金
不
足
の
州
に
可
分
配
す
る
p

い
う
古
味
で
、
一
井
保
険

「
ハ
同
ご

Z
Cぺ
2J門
戸
凸
ハ
こ

の
ル
叫
ん
肱
む
も
っ
て
い
る
し
い
、
え
る

〆

P

J

I
－
－
 

運
河
川
共
官
、
ン
ス
一
フ
ム
の
木
町
民
か
ら
一

1ω
と

ゴ
l
o
u
a
っ
、
ベ
川
川
氏
J

J
J
L
L
1
7
7
 

自
ら
対
政
パ
一
フ
ン
ス
を
維
持
づ
る
よ
う
制
度
設

υ
ず
る
義
務
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
あ
く
三

C
も
地
内
川
手
川
提
t
ー
し
た
剤

ほ
と
な
っ
乞
い
る
し
そ
れ
戸
川
主
、
げ
（
町
引
に
渡
り
用
問
取
引
則
一
町
一
が
υ久
ぶ
し
な
い
川
川
ト
J

さ
剥

f
b
ベ
ナ
ル
テ
ペ
の
什
刊
ヲ
に
よ
り

1
4
疋
の
改

主
い
を
求
め
る
仕
組
み
に
も
な
て
い
る
＝
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事
一
民

刊
一
人
長
以
仏
間
基
会
＼
の
拠
山
比
八
方
の
h
h
理

浅
川
大
量
一
続
伝
は
、
ム
記
邦
税
同
h
除
安
件
の
ひ
と
つ
一
と
ぷ
＼
川
氏
に
一
宍
業
系
金
に
供
さ
れ
れ
J

r

立
会
が
、
即
座
に
連
邦
十
ヘ
茶
店
行
託
法

会
に
よ
弘
わ
れ
る
こ
に
」
（
供
託
話
件
）
！
／
一
刊
の
失
業
信
記
斗
九
ち
か
ら
引
手
出
d

た

t
べ
て
の
J
Y
H
寺
が
、

（ 

戸

当
c 
】

戸

｝ 、J
ハ
〉

の
と
め
に
の
み
定
間
三
れ
る
こ

（
日
的
外
噴
出
防

ι
安
打
）

会
定
め
な
け
れ
ぱ
い
け
な
い
と
組
定
す
る

ロ〕《
ω

ロ戸
F
C門戸
F
X
ν
2
Z
ニ】
C
2）

（
一
二
千
六
」
刈
h
L
4

－2
）
尽
（

3
）
お
よ
び

斗

こ
れ
ら
同
定
円
以
一
己
引
い
は
、
茶
会
主
一
週
切
な
γ

生
時
と
資
金
の
目
的
外
山
崎

H
の
防
止

ε

Jm吋
h
v

一r
、
戸
一
ア
）
で
は
巨
片
山
川
匂
市
防
止
叫
件
の
内
討
に
ワ
い
て
検
討
す
る

じ
的
丹
市
ん
川
出
…

H
事
也
法
、

hん
E山
市
私
自
伝
口
’
十
一
L
h
北
hr
パ，
P
＼
れ
引
f
～川弔

者
単
独
犯
出
の
保
険
ヘ
補
佐
J

切
疫
の
机
幹
で
あ
り
、
と
く
に
借
祉
訓
皮
と
の

る
の
ぞ
う
し
九
九
加
、
レ
か

の
肉
親
が
生
じ
て

3JrH

レコ

失
業
者
が
失
業
向
山
挫
し
て
全
円
取
る
現
金

」
ぜ
あ
る
と
だ
有
さ
れ
ど
川
ゐ
ヘ
連
邦
央
雫
ド
判
決
一

小八沖米一一

um門
伊
〉
」
山
い
川
、

二
ペ
ニ
ハ
丸
木
（
h
）
項
て
こ
の
定
義
を
九
日
む
円
前
斗
使
明
r
M
H
要
件
は
、
失
業
姑
慢
の
た
め
の
之
山
が
、
れ
リ
州
問
の
玄
忠
お

J

U
時
刀
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（
こ
れ
ら
は
、

「
い
い
ト
ル
職
活
動
A

ゲ
一
九
九
三
一
ご
い
い

οこ
こ
を
浦
い
て
？
の
存
ぎ
を
判
断
す
る
と
ム
〆
）
も
さ
き
が
あ
る
仁
も
が
か
わ
ら
ず
他
国

若
乃
責
任
と
が
椛

L
た
い
恨
町
苦
一
」
対
寸
る
、
、

7

ン
ズ
一
y
ス
ト

〔
出
品
者
円
資
政
調
査
）

を
経
な
い
地
時
喜
一
の
拠
出
に
－
ホ
る
山
河
償
で
あ

ゴ
桐

る
と
い
う
、

HJF末
叩
除
却
ぺ
凶
比
の
本
山
口
に
恭
っ
き
解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

州
法
修
正
の
円
九
案
が
い
万
般
省
に
よ
り
辿

具
体
何
日
／
て

日
訟
に
は
紋

γ
る
お
一
J

れ
が
あ
む
と
示
唆
さ
れ
敗

U
さ
れ

い
く
つ
か
と
い
r
引
す
る
。
た
2
3ハ
ば
、
求
職
者
全

｛
川
札
の
「
て
ミ
コ

アィ

l
e
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
さ
せ
、
そ
の
一
貸
主
一
と
し
じ
ん
人
雫
信
託
北
九
カ
ド
ノ
引
き
出
し
た
託
金
を
支
給
す
る
と
す
る
提
案
が
あ
げ

ら
れ
る

こ
の
ご
二
、
ァ
，
p

に
よ
る
給
付
が
労
働
の
対
缶
で
あ
る
こ
と
、

i
m帆
ヰ
廿
の
再
流
戦
前
J

拐
の
機
会
を
パ
人
わ
せ
る
ど
い

つ
郡
川
山
判
i
r
円
、
運
邦
法
に
抵
位
F
2ゐ
と
判
附

L
た
c

主
ι
た
、
疾
病
わ
陀
誌
に
よ
る
雄
恥
者
に
対

L
尖
長
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
も
、

t
fが
な
し
」
こ
ー
と
ふ
広
間
と
す
る
耽
杭
で
は
な
く
主
人
の
身
休
前
町
思
に
よ
る
地
脱
で
あ
主
か
ら
、

片
的
外
使

mに
ふ
り
か
に
る
〉
判

断
さ
川
れ
て
い
る
っ
こ
札
ら
一
搾
較
的
事
業
は
、
失
業
保
険
制
収
が
使
用
者
吉
山
れ
い
に
基
づ
一
く
制
－
一
司
で
あ
る
こ
l
一
に
山
京
1

て
い
る
。
他

Y
1

一
ム
人
法
」
と
兵
な
る
印
刀
ダ
け
の
拠
山
を
位
打
、
叶
一
保
険
」
制
比
ん
で
あ
る
が
ゆ
支
に
は
問
外
使
用
に
あ
よ
る
と
さ
れ
る
給
付
に
、
失

rhr
、

業
以
外
の
個
人
の
ニ
ー
ス
に
廿
r一
口
く
給
付
が
あ
る
J

日
、
体
的
に
は
、
沖
一
件
J
～
品
礎
判
明
開
門
川
の
↑
I

叫
へ
の
多
京
に
よ
っ
て
日
付
刻
刻
院
の
ド
討
さ
が

L
V

九学ドの

山久勤

1
2
Q
ン
ヮ
ヘ
フ
ム
ヤ
、
働
く
配
偶
骨
子
江
戸
川
つ
一
言
や
月
号
仰
で
主
hl

ド
ノ
／
に
叫
し
給
付
額
や
給
ー
れ
刻
川
刊
を
減
中
さ

立
る
場
合
な
ど
が
、

法
ふ
刀
法
に
比
一
加
す
る
い
f

川
判
断
さ
れ
て
い
る
。

U
M
で
、
扶
養
京
阪
会
も
つ
失
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